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PHOTO：４月２９日、第２４回鮎喰川あめごまつり つかみ取り大会の模様
３００名程の来場者があり、自然とふれあいながら休日を満喫しました。

町民のうごき／人口 ６,７５２人（男 ３,２０６人　女 ３,５４６人）　
　　　　　　世帯数  ２,６２０戸…平成２１年５月１日現在

発　行／神山町広報編集委員会　TEL.（０８８）６７６－１１１１



広報かみやま　No.２６２ 2

　

町
議
会
三
月
定
例
会
が
平
成
二

十
一
年
三
月
六
日
か
ら
三
月
十
九

日
ま
で
の
会
期
で
開
会
さ
れ
ま
し

た
。

　

本
定
例
会
で
は
、
平
成
二
十
一

年
度
一
般
会
計
当
初
予
算
な
ど
十

九
議
案
を
審
議
し
、
す
べ
て
原
案

ど
お
り
可
決
、
承
認
さ
れ
ま
し

た
。

　

可
決
さ
れ
た
議
案
は
次
の
と
お

り
で
す
。

 
蘆
一
般
会
計

◎
平
成
二
十
一
年
度
神
山
町
一
般

会
計
予
算
に
つ
い
て

蘆
特
別
会
計

◎
平
成
二
十
一
年
度
神
山
町
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
に
つ

い
て

◎
平
成
二
十
一
年
度
神
山
町
簡
易

　
　

当
初
予
算

水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ

い
て

◎
平
成
二
十
一
年
度
神
山
町
老
人

保
健
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

◎
平
成
二
十
一
年
度
神
山
町
介
護

保
険
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

◎
平
成
二
十
一
年
度
神
山
町
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算
に

つ
い
て

　

以
上
六
議
案
は
、
３
ペ
ー
ジ
の

と
お
り
。

 
蘆
一
般
会
計

◎
平
成
二
十
年
度
神
山
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
五
号
）
に
つ

い
て

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
四
億
四
千

三
百
十
七
万
千
円
を
追
加
し
、
総

額
四
十
二
億
七
千
五
万
七
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

　

主
な
項
目
は
、
財
政
調
整
基
金

　
　

補
正
予
算

積
立
金
一
億
三
千
三
百
三
万
八
千

円
、
定
額
給
付
金
費
一
億
千
七
百

万
円
、
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

操
出
金
七
千
万
円
、
地
域
生
活
路

線
緊
急
対
策
事
業
五
千
万
円
な
ど

で
す
。

蘆
特
別
会
計

◎
平
成
二
十
年
度
神
山
町
簡
易
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）
に
つ
い
て

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
六
千
五
百

七
十
八
万
八
千
円
を
追
加
し
、
総

額
二
億
千
八
百
五
十
四
万
二
千
円

と
な
り
ま
し
た
。

◎
平
成
二
十
年
度
神
山
町
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
三

号
）
に
つ
い
て

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
千
七
百
十

一
万
円
を
減
額
し
、
総
額
九
億
千

九
百
五
十
四
万
九
千
円
と
な
り
ま

し
た
。

◎
平
成
二
十
年
度
神
山
町
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）
に
つ
い
て

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
八
百
六
十

八
万
二
千
円
を
追
加
し
、
総
額
一

億
二
千
四
百
八
十
三
万
六
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

 
◎
神
山
町
介
護
従
事
者
処
遇
改
善

臨
時
特
例
基
金
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　

平
成
二
十
一
年
度
の
介
護
報
酬

の
改
定
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
介

護
保
険
料
の
急
激
な
上
昇
を
抑
制

す
る
た
め
、
神
山
町
介
護
従
事
者

処
遇
改
善
臨
時
特
例
基
金
を
設
置

し
ま
し
た
。

◎
神
山
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

　

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二

十
三
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
を
改

め
ま
し
た
。

◎
神
山
町
保
育
所
設
置
及
び
保
育

の
実
施
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

　

文
言
を
一
部
改
正
し
ま
し
た
。

◎
神
山
町
乳
幼
児
等
医
療
費
の
助

成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

　

乳
幼
児
医
療
費
の
対
象
範
囲
を

十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
か
ら
十
五
歳
に

　
　

条　
　

例

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
へ
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

◎
神
山
町
税
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

　

個
人
の
町
民
税
の
前
納
報
償
金

に
関
す
る
条
項
を
削
除
し
ま
し

た
。

◎
特
別
職
の
職
員
等
の
報
酬
、
旅

費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
の
委

員
の
報
酬
を
日
額
六
千
円
と
定
め

ま
し
た
。

◎
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

　

職
員
の
勤
務
時
間
を
一
日
七
時

間
四
十
五
分
と
し
、
週
三
十
八
時

間
四
十
五
分
と
し
ま
し
た
。

 
◎
辺
地
総
合
整
備
計
画
に
つ
い
て

　

南
浦
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設

の
総
合
整
備
計
画
の
辺
地
を
構
成

す
る
町
又
は
字
の
名
称
を
改
め
ま

し
た
。

◎
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

に
つ
い
て

　

多
田
清
文
氏
を
推
薦
し
同
意
を

得
ま
し
た
。（
任
期
平
成
二
十
一

年
七
月
一
日
か
ら
三
年
間
）

　
　

そ　
の　
他

　

神
山
町
議
会

　　　　
三三三三三三三三三三三三三三三三三

月月月月月月月月月月月月月月月月

定定定定定定定定定定定定定定定定

例例例例例例例例例例例例例例例例

　
月　
定　
例　
会会会会会会会会会会会会会会会会会
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平成２１年度の予算が決まりました
　本年度も歳入不足が予想され、人件費・物件費を削減するとともに不足額の３億８千万を基金から繰
り入れて予算を組んでいます。
　主な事業は、町道改良事業（喜来谷線、中津本名線、谷線）、町道維持工事、合併処理浄化槽設置事
業、乳幼児医療助成事業（医療費無料化を中学校修了まで拡大）、不妊治療費助成事業、まほろばの里
づくり助成金、有害鳥獣駆除報奨金などです。

● 一　　般　　会　　計　（単位：千円）

● 性質別歳出

９７４,２４６人 件 費

４４６,３１１物 件 費

２２,５００維 持 補 修 費

２５４,３９３扶 助 費

４３７,５７２補 助 費 等

１８９,３６４普 通 建 設 事 業 費

１３,５００災 害 復 旧 事 業 費

７４５,８３５公 債 費

３５,４０７積 立 金

０投 資 及 び 出 資 金

４,４２０貸 付 金

２９８,４５２繰 出 金

１０,０００予 備 費

３,４３２,０００合　　　　　　　計

（単位：千円）

１,１３４,８１３自 主 財 源

２,２９７,１８７依 存 財 源

３,４３２,０００合 計

（単位：千円）

歳　入 歳　出 

町　　　税 　５２０,７８４ 

使用料・手数料 　　４２,２２８ 

繰　入　金 　３８０,５３８ 

そ　の　他 　１９１,２６３ 

地方交付税 １,５９０,７５８ 

国庫支出金 　  ９５,４３５ 

県　支　出　金 　１９４,９４３ 

地　方　債 　２２７,２５０ 

そ　の　他 　１８８,８０１ 

合　　　計  ３,４３２,０００ 

総　務　費 　６０６,０６５ 

民　生　費 　９５１,５４８ 

衛　生　費 　２１３,０３４ 

農林水産業費 　１５８,３６８ 

土　木　費 　１８０,５０８ 

消　防　費 　１８８,８３３ 

教　育　費 　２４３,４６０ 

公　債　費 　７４５,８３５ 

そ　の　他 　１４４,３４９ 

合　　　計  ３,４３２,０００ 

自
主
財
源
 

依
存
財
源
 

● 特別会計当初予算

予　　算　　額会　　　計　　　名

１,０４２,７４５国 民 健 康 保 険

１１７,６１７簡 易 水 道 事 業

６,９９４老 人 保 健

９６５,７５３介 護 保 険

１０８,８９７後 期 高 齢 者 医 療

（単位：千円）
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平成２０年度下半期の財政状況（平成２１年３月３１日現在）

（平成２１年　公表第１４号）

　神山町財政状況の公表に関する条例の規定により、平成２０年度下半期の財政状況を公表します。

　　平成２１年３月３１日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神山町長　後　藤　正　和　

　　　住民の負担状況 　　　　　　　　　　 （単位：千円）�
執　行　状　況予　算　現　額予算及び執行

区分
予算に対
する執行
率（％）

執行済額構成比
（％）予　算　額

１０５.３５７３,７２２１２.５５４４,８７８町 税住
民
負
担
分

自
主
財
源

８０.３３５,０６６１.０４３,６６３分担金・負担金
９０.１４１,９２７１.１４６,５４８使用料及び手数料
１０２.５６５０,７１５１４.６６３５,０８９小 計
２３０.２１１,５０３０.１４,９９７財 産 収 入

そ
の
他

９６.８１５０,１５１３.６１５５,１５０繰 越 金
８６.２１１６,９９６３.１１３５,７１４諸 収 入
３０.７１８,０３４１.４５８,８０１そ の 他
８３.７２９６,６８４８.２３５４,６６２小 計
９５.７９４７,３９９２４.９９８９,７５１計
１０２.７２,２７８,０５２５１.６２,２１８,１６６地 方 交 付 税

依
存
財
源

４６.１３３６,６１４１６.８７３０,９６５国 ・ 県 支 出 金
０.２３５０４.３１８６,４５０地 方 債

１０３.９２２７,２３１５.０２１８,７２５そ の 他
８４.７２,８４２,２４７７５.１３,３５４,３０６計
８７.２３,７８９,６４６１００.０４,３４４,０５７合　　　　計

　　　財産、地方債及び一時借入金�
盧　公　有　財　産

現況・その他
建　物　面　積（裃）敷地面積

（裃）区　分
計非木造木　造

本庁・支所２,７７２.４６２,７６５.５６６.９０１９,３７２.９８庁 舎

保育所２・老人ホーム
神山温泉１１,５７１.９１１０,５２８.９６１,０４２.９５２４,１２５.３５社会福祉

施 設

環境センター１,０９０.１５１,０９０.１５
２９,６８２.００保健衛生

施 設 リサイクルセンター２２６.５４２２６.５４

格納庫兼詰所２,０６１.３０１,６１８.８４４４２.４６１,１６２.６２消防施設

１５,８１１.３０１５,１２８.２８６８３.０２５７,８５１.３６小 学 校

９,７０８.００９,５９１.００１１７.００３６,３９０.００中 学 校

調理場１・倉庫１２１４.００２１４.００３９９.００給食センター

公民館７・体育館５,６９２.５０３,４８９.５０２,２０３.００４,９３９.００社会教育施設
下分・左右内・鬼籠
野・阿川・基幹集落
センター加工所

１,２３０.７８１,２３０.７８改善セン
タ ー 等

５０,３７８.９４４５,８８３.６１４,４９５.３３１７３,９２２.３１合 計

　行政財産

蘯　一　時　借　入　金 ０千円

注：上記の平成２０年度予算執行状況には、一般会計から簡易水道事業特別会計へ
　　１０,０００,０００円を繰替運用しています。

　　　予算執行状況 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）�
歳　　　　　　　　出歳　　　　　　　　入

予算額
区分

会計別
支　　出　　済　　額収　　入　　済　　額

支出率（％）計下半期分上半期分収入率（％）計下半期分上半期分
７６.１３,３０６,９７９１,６７５,０７７１,６３１,９０２８７.２３,７８９,６４６１,３８２,０２９２,４０７,６１７４,３４４,０５７一 般 会 計
７５.２８６４,５４０４６２,８７２４０１,６６８７８.２８９９,３０４４４４,９５０４５４,３５４１,１４９,６３８国民健康保険特別会計
６３.２１３８,１６３７８,５９４５９,５６９９２.５２０２,１１６１３７,６０５６４,５１１２１８,５４２簡易水道事業特別会計
６７.２１２４,２２７△３,３１５１２７,５４２７０.０１２９,４２０６,３９４１２３,０２６１８４,９８９老人保健特別会計
８３.４７６６,６０４４２６,９２２３３９,６８２９０.０８２７,３８９３２９,３４０４９８,０４９９１９,５４９介護保険特別会計
７１.９８９,８０６６３,３４０２６,４６６７５.３９４,０２１５７,３０６３６,７１５１２４,８３６後期高齢者医療特別会計
７６.２５,２９０,３１９２,７０３,４９０２,５８６,８２９８５.６５,９４１,８９６２,３５７,６２４３,５８４,２７２６,９４１,６１１合　　　　　計

面　　　積区　　　　　分
１,５３４,５９９.２０山 林

土 地 ３２,７０５.８３そ の 他
１,５６７,３０５.０３計
１,７４２.９３木 造

建 物 ９,２７９.９７非 木 造
１１,０２２.９０計

　普通財産 　　　　　　　　　　　　 （単位：裃）　　　

元　利　償　還　金
借入現在高事　業　名

利　　子元　　金

８４６２５,３７３３４,３０２一般公共事業債
４,５６３１１,５６８８３,７９２公営住宅建設事業債
３,５５４６４,７６１２０５,６１７災害復旧事業債
１３,０９１１０１,４２３２６９,０１７教育・福祉施設等整備事業債
９,５５３６２,４６５２６３,１９１一般単独事業債
２,９３８４５,９７２２７１,３６４辺地対策事業債
２０,７６９３０７,９２６１,７２２,８７４過疎対策事業債
１５５１,３００１,８３６国の予算貸付・政府関係機関貸付債
２,０７６１８,６６３６１,３５６財 源 対 策 債
１,０１０２,４０３１７,６８６臨時財政特例債
５６５２,６４０２６,２８０臨時税収補てん債

１１,６１０９９,７５４８７５,９９５臨時財政対策債
３６１９６６４５調 整 債
０８１０２４４県 貸 付 金

７０,７６６７４５,２５４３,８３４,１９９一 般 会 計 分 計
２１,２９０５５,２７２６００,４０１特 別 会 計 分
９２,０５６８００,５２６４,４３４,６００合　　　　計

盪　地方債現在高
　平成２１年３月３１日現在の事業別現在高及び平成２０年
度の元利償還金は次のとおりです。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）



平成２１年５月１５日発行5

●
総
務
課

瀧
上　

安
二
＝
課
長
補
佐
兼

行
政
係
長
兼
企
画
調
整
係
長  

（
税
務
保
険
課
課
長
補
佐
兼
住
民
税
係
長
兼
徴
収
係
長
）

山
口　

純
一
＝
課
長
補
佐
兼

人
事
係
長

 　
　
　
　
（
同
課
課
長
補
佐
兼
行
政
係
長
）

水
上　

明
彦
＝
主
査
兼
交
通

防
災
係
長

 　
 
（
税
務
保
険
課
主
査
兼
固
定
資
産
係
長
）

相
原　

正
弥
＝
財
政
係
長

 　
　
　
 
（
税
務
保
険
課
国
保
係
長
）

杼
谷　
　

学
＝
企
画
調
整
係

主
任 　
　
　
　
　
 
（
同
課
主
任
）

松
本　

秀
明
＝
主
事

 　
　
　
　
　
 （
産
業
建
設
課
主
事
）

●
住
民
課

中
山　

由
美
＝
庶
務
係
長

 　
　
　
　
　
 
（
広
野
支
所
主
任
）

●
税
務
保
険
課

高
橋　

信
行
＝
課
長
補
佐
兼

徴
収
係
長
兼
住
民
税
係
長 　
 

（
産
業
建
設
課
主
査
兼
商
工
観
光
係
長
）

竹
内　

博
久
＝
課
長
補
佐
兼

固
定
資
産
係
長

 　
　
 
（
総
務
課
主
査
兼
財
政
係
長
）

樫
本　

高
康
＝
国
保
係
長

 　
　
　
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
主
任
）

原
田　
　

幸
＝
主
事

 　
　
　
　
　
 （
教
育
委
員
会
主
事
）

●
産
業
建
設
課

尾
西　

逸
夫
＝
課
長
補
佐

（
水
道
担
当
）

 　
　
（
同
課
課
長
補
佐
兼
用
地
管
理
係
長
）

東　
　

圭
祐
＝
課
長
補
佐
兼

用
地
管
理
係
長

 　
　
　
　
（
同
課
課
長
補
佐
兼
水
道
係
長
）

森
下　

博
文
＝
公
共
土
木
係

長

 　
　
　
　
（
森
林
公
園
管
理
事
務
所
主
任
）

木
村　

耕
次
＝
農
業
土
木
係

長
 　
　
　
　
 
（
同
課
公
共
土
木
係
長
）

高
橋　

成
文
＝
商
工
観
光
係

長
 　
　
　
 
（
総
務
課
企
画
調
整
係
長
）

森　
　
　

敏
＝
水
道
係
長

 　
　
　
　
 
（
同
課
農
業
土
木
係
長
）

坂
井　

義
隆
＝
主
事

 　
　
 
（
教
育
委
員
会
事
務
局
主
事
）

森　
　

耕
造
＝
工
手

 　
　
　
　
　
（
同
課
工
手
兼
水
道
業
務
員
）

●
農
業
委
員
会

佐
々
木
宏
利
＝
事
務
局
次
長

  
（
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
次
長
補
佐
兼
庶
務
係
長
）

●
出
納
室

桂　
　

道
弘
＝
会
計
管
理
者

兼
出
納
室
長 　
　
　
　
　
　
 

（
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
次
長
）

●
広
野
支
所

多
田　

誠
二
＝
主
任

 　
　
　
　
　
　
 
（
総
務
課
主
任
）

●
老
人
ホ
ー
ム

谷　
　

一
枝
＝
副
所
長

 　
　
　
　
　
 
（
同
ホ
ー
ム
主
査
）

広
岡　

信
枝
＝
主
査
兼
主
任

生
活
相
談
員

 　
　
　
　
　
 （
農
業
委
員
会
主
査
）

東
浦　

光
作
＝
主
事

 　
　
　
　
　
 （
税
務
保
険
課
主
事
）

北
村　

路
代
＝
主
任
支
援
員

兼
生
活
相
談
員

 　
　
　
　
　
　
 
（
主
任
支
援
員
）

坂
東　

史
恵
＝
支
援
員

 　
　
　
　
 
（
広
野
小
学
校
用
務
員
）

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

阿
部　

弘
幸
＝
主
事

 　
　
　
　
　
 （
老
人
ホ
ー
ム
主
事
）

●
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

坂
東
美
恵
子
＝
介
護
員

 　
　
　
　
 
（
広
野
保
育
所
調
理
員
）

藤
井　

康
弘
＝
介
護
員

 　
　
　
　
 
（
同
セ
ン
タ
ー
運
転
手
）

●
下
分
保
育
所

山
口　

准
子
＝
主
任
保
育
士

 　
　
　
　
　
（
広
野
保
育
所
主
任
保
育
士
）

後
藤
喜
美
子
＝
用
務
員

 　
　
 
（
老
人
ホ
ー
ム
主
任
支
援
員
）

井
上　

壹
美
＝
調
理
員

 　
　
　
　
 
（
上
分
公
民
館
用
務
員
）

●
広
野
保
育
所

谷　

史
代
＝
所
長

 　
　
　
　
 
（
老
人
ホ
ー
ム
副
所
長
）

阿
部　

澄
代
＝
調
理
員

 　
　
　
 
（
神
山
東
中
学
校
用
務
員
）

●
環
境
セ
ン
タ
ー

河
野　

博
匡
＝
環
境
セ
ン
タ
ー

所
長
兼
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
所
長  

（
総
務
課
課
長
補
佐
兼
人
事
係
長
）

大
畠　

悦
宏
＝
主
任
業
務
員

 　
　
　
 
（
産
業
建
設
課
主
任
工
手
）

●
教
育
委
員
会
事
務
局

吉
川　
 

夫
＝
教
育
次
長
兼

基
幹
集
落
セ
ン
タ
ー
所
長
兼

上
分
公
民
館
長

 　
　
 
（
会
計
管
理
者
兼
出
納
室
長
）

阿
部　

吉
幸
＝
教
育
次
長
補

佐
兼
学
校
教
育
係
長
兼
鬼
籠

野
公
民
館
長 　
　
　
　
　
　
　
　
 

（
学
校
給
食
共
同
調
理
場
副
所
長
）

滝
上　

博
文
＝
生
涯
学
習
係
長

（
総
務
課
交
通
防
災
係
長
）

正
木　

恵
子
＝
庶
務
係
長

 　
　
　
　
　
　
 
（
住
民
課
主
任
）

新
見　

千
佳
＝
主
事
兼
公
民

館
主
事 　
　
　
 
（
同
事
務
局
主
事
）

畠
中　
　

宏
＝
業
務
員

 　
　
　
 
（
環
境
セ
ン
タ
ー
業
務
員
）

●
学
校
給
食
共
同
調
理
場

西　
　

公
三
＝
所
長

 　
　
 
（
環
境
セ
ン
タ
ー
所
長
兼
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
所
長
）

●
鬼
籠
野
公
民
館

村
本　

温
子
＝
用
務
員

 　
　
　
　
 
（
阿
川
公
民
館
用
務
員
）

●
阿
川
公
民
館

岡
本　

恵
子
＝
用
務
員

 　
　
　
 
（
鬼
籠
野
公
民
館
用
務
員
）

●
下
分
公
民
館

矢
内　

央
子
＝
用
務
員

 　
　
　
　
 
（
下
分
保
育
所
調
理
員
）

●
上
分
公
民
館

白
土　

眞
代
＝
用
務
員

 　
　
　
　
 
（
下
分
公
民
館
用
務
員
）

 　　
退
職　 　
 
三
月
三
十
一
日
付

中
山　

正
雅

　

在
任
中
は
、
た
い
へ
ん

　
　

お
世
話
に
な
り
ま
し
た

  
（
老
人
ホ
ー
ム
主
査
兼
生
活
相
談
員
）

藤
川
由
里
子

 　
　
　
　
 
（
下
分
保
育
所
用
務
員
）

高
橋　

節
子

  
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
介
護
員
）

小
川
ひ
と
み

 　
　
　
　
　
 （
広
野
保
育
所
所
長
）

 
●
広
野
小
学
校

渡
邊
ま
ゆ
み
＝
教
諭  （
国
府
小
）

清
重　

智
則
＝
助
教
諭

 　
　
　
　
　
　
　
 
（
高
川
原
小
）

大
下　

真
季
＝
助
教
諭

 　
　
　
　
　
　
　
　
 （
沖
洲
小
）

●
神
領
小
学
校

平
田　

公
彦
＝
教
頭  （
県
教
委
）

堂
免　

美
穂
＝
教
諭  （
石
井
小
）

海
老
名
三
智
子
＝
教
諭  （
桜
谷
小
）

大
西　

希
代
＝
教
諭  （
新　

任
）

●
神
山
東
中
学
校

林　
　

宏
美
＝
教
諭  （
城
西
中
）

敷
田　

晴
代
＝
事
務
主
任

 　
　
　
　
　
　
　
　
 （
入
田
中
）

●
神
山
中
学
校

中
南　

文
良
＝
校
長  （
浦
庄
小
）

森　
　

和
子
＝
教
諭  （
石
井
中
）

森
根　

聖
晃
＝
教
諭  （
三
島
中
）

林　

美
津
子
＝
教
諭  （
川
内
中
）

海
老
名
正
規
＝
教
諭  （
相
生
小
）

向
井　

一
清
＝
教
諭

 　
　
　
　
　
　
 
（
鳴
門
第
一
中
）

土
江　

愛
子
＝
非
常
勤
講

師
・
神
山
東
中
学
校
兼
務

小
・
中
学
校
教
職
員
転
入
者

（　

）は
旧
任

　

人　
事　
異　
動

四
月
一
日
付

（　

）は
旧
任
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１　総　括
　盧　人件費の状況（普通会計決算）

　

　蘯　ラスパイレス指数の状況
　　　　　（各年４月１日現在）

神山町の給与・定員管理等について

（参考）
１８年度の人件費率

人件費率
Ｂ/Ａ

人件費
Ｂ

実質収支
歳出額

Ａ
住民基本台帳
人口（１９年度末）

区　分

％
２４.８

％
２４.２

千円
９５５,１６３

千円
１４０,１５１

千円
３,９４５,７６７

人
６,９５０１９年度

平均給与月額
（国ベース）

平均給与
月額

平均給料
月額

平均年齢区　分

３５３,０８８円３６３,５００円３２９,５００円４３.７歳神 山 町

３５８,４５２円３９５,９４３円３２９,５００円４３.８歳徳 島 県

―３８７,５０６円３２５,１１３円４１.１歳国

３５７,５９２円３６５,７３４円３２６,９６９円４３.６歳類似団体

盪　職員給与費の状況（普通会計決算）
１人当たり
給与費Ｂ/Ａ

 給　　　　与　　　　費職員数
Ａ

区　分
    計 Ｂ期末・勤勉手当職員手当給　料

千円
５,６０１

千円
６２７,２８４

千円
１７４,００９

千円
３３,５０２

千円
４１９,７７３

人
１１２

１９年度

貎注 １　職員手当には退職手当を含まない。
　２　職員数は、１９年４月１日現在の人数である。

（参考）類似団体平均
一人当たり給与費

千円
５,９１４

貎注 　１　ラスパイレス指数とは、国家公務員
の給与水準を１００とした場合の地方公
務員の給与水準を示す指数である。

　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業
構造が類似している団体のラスパイレ
ス指数を単純平均したものである。

90

95

100

105

神山町 

（H15） 
95.8

（H15） 
95.7

全国町平均 類似団体平均 

（H20） 
93.7

（H15） 
95.6 （H20） 

93.9
（H20） 
94.2

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータ
を使用している。（平成１６～１８年の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇
用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ
の平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度支給され
た期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加
えた試算値である。

※年間ベースの額は、給与改定前の額である。

参　考民　　　　間公　　　務　　　員
区　　　分

Ａ／Ｂ
平均給与月額
（Ｂ）

平均年齢
対応する民間
の類似職種

平均給与月額
（国ベース）

平均給与月額
（Ａ）

平均給料月額平均年齢

― 円― 歳―２８６,２６５円２９３,７００円２７４,６００円５２.２歳神 山 町

１.０５２９９,７００円４３.６歳廃棄物処理業従業員３０５,３００円３１３,４００円２６９,５００円４６.７歳うち清掃職員

１.１９２２５,９００円５３.９歳用 務 員２６９,３００円２６９,４００円２６４,０００円５０.４歳う ち用務員

― 円― 歳―３０２,０００円３１６,２００円２９１,４００円５６.５歳う ちその他

― 円― 歳―３２４,７５７円４１１,４７７円３０５,０６０円４４.９歳徳 島 県

― 円― 歳―― 円３２０,６２３円２８４,６７９円４８.９歳国

― 円― 歳―３１７,２０２円３２０,８７５円３０１,０３９円４９.８歳類 似 団 体

　※平均給料月額、平均給与月額は、給与改定前の額である。

国徳島県神山町区　　　分

１７２,２００円１７６,８００円１７２,２００円大学卒一　般
行政職 １４０,１００円１４２,８００円１４０,１００円高校卒

１３７,２００円１４０,３００円１３５,６００円高校卒技　能
労務職 １２９,２００円１３１,５００円 　―　円中学卒

経験年数２０年経験年数１５年経験年数１０年区　　　分

３４５,２００円２９０,６００円２４２,５００円大学卒一　般
行政職 ２９７,９００円２４８,４００円２１４,６００円高校卒

２５０,０００円２１９,６００円１９６,９００円高校卒技　能
労務職 ― 円― 円― 円中学卒

　盪　職員の初任給の状況（２０年４月１日現在）　　蘯　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２０年４月１日現在）

　　②技能労務職

　※平均給料月額、平均給与月額は、給与改定前の額である。

参　　　　　考

区　　　分
年収ベース（試算値）の比較

Ｃ／Ｄ
民　　　間
（Ｂ）

公　務　員
（Ａ）

――４,７８６,９００円神 山 町
１.３８３,５９６,４００円４,９５０,１００円うち清掃職員
１.６４２,７１０,８００円４,４５８,３００円うち用務員
―――うちその他

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　盧　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２０年４月１日現在）
　　①一般行政職

　※平均給料月額、平均給与月額は、給与改定後の額である。 　※平均給料月額、平均給与月額は、給与改定後の額である。
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
　盧　一般行政職の級別職員数の状況（２０年４月１日現在）

構成比職員数標準的な職務内容区分
１０.６％７人困難な業務を分掌する課長の職務又はこれに相当する職務６級

３０.３％２０人
盧　課長の職務又はこれに相当する職務
盪　困難な業務を分掌する課長補佐の職務又はこれに相当する職務

５級

９.１％６人課長補佐の職務又はこれに相当する職務４級

２５.８％１７人
盧　係長の職務又はこれに相当する職務
盪　高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

３級

１８.２％１２人相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務２級
６.１％４人定型的な業務を行う職務１級

貎注 　１　神山町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

　盪　昇給への勤務成績の反映状況
　　地方公務員法第４０条に基づき、毎年１月１日を評定日として全職員に対して勤務成績の評定を実施。

平成20年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比 
0

20

40
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100
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70

90

％ 

6級 
10.6％ 

5級 
30.3％ 

4級 
9.1％ 

3級 
25.8％ 

2級 
18.2％ 

1級 
6.1％ 

4級 
7.5％ 

3級 
23.9％ 

2級 
20.9％ 

1級 
6.0％ 

6級 
13.9％ 

7級 
34.2％ 

8級 
10.1％ 

5級 
2.6％ 
4級 
7.6％ 

3級 
29.1％ 2級 

2.5％ 
1級 
0.0％ 

5級 
31.3％ 

6級 
10.4％ 

貎注 　平成１８年に８級制から６級制に変更している。（旧給料
表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

４　職員の手当の状況
　盧　期末・勤勉手当

国徳　島　県神　山　町

――
１人当たりの
平均支給額（１９年度）

 １,５２９千円
（１９年度支給割合）
期末手当 ３.０月分（１.６）月分　　　勤勉手当 １.５月分（０.７５）月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算５～２０％　・管理職加算１０～２５％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算５～２０％　・管理職加算２３～２５％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算５～１５％

貎注 　退職手当の１人当たり平均支給額は、１９年度に退職した職員に支給さ
れた平均額である。

　盪　退職手当（２０年４月１日現在）
国神　山　町

（支給率）　自己都合　勧奨・定年
勤続２０年　２３.５０月分　３０.５５月分
勤続２５年　３３.５０月分　４１.３４月分
勤続３５年　４７.５０月分　５９.２８月分
最高限度額　５９.２８月分　５９.２８月分
その他の加算措置　定年前早期退職特例加算
　　　　　　２～２０％加算

（支給率）　自己都合　勧奨・定年
勤続２０年　２３.５０月分　３０.５５月分
勤続２５年　３３.５０月分　４１.３４月分
勤続３５年　４７.５０月分　５９.２８月分
最高限度額　５９.２８月分　５９.２８月分
その他の加算措置　３～３０％加算
（退職時特別昇給   　　　  なし）
１人当たり平均支給額　―　千円  ２３,３８６千円

貎注 　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

１８０千円支給実績（１９年度決算）

６０,０００円支給職員１人当たり平均支給年
額（１９年度決算）

２.４４％職員全体に占める手当支給職員
の割合（１９年度）

３件手当の種類（手当数）

７,３７６千円支給実績（１９年度決算）
６０千円職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

左記職員に対する支給単価主な支給対象業務主な支給対象職員手当の名称

月額５,０００円ゴミなどの処理業務環境センターで主たる勤
務をする者

環 境 セ ン タ ー
特 殊 勤 務 手 当

１日につき
１,０００円以内

感染症が発生又は発生す
る恐れがある場合に患者
の救護又は感染症菌の付
着の危険がある物件の処
理業務

感染症防疫作業従事者

家畜感染の防疫作業に従
事した職員で町長が認め
る者

防疫特殊勤務手当

１日につき
５,０００円以内

死体・変死体の処理等の業
務

老人ホームにおいて死体
の処理等に従事した者
行旅人又は変死人の死体
の処理等に従事した者

死 体 処 理
特 殊 勤 務 手 当

支給職員１人当たり
平均支給年額
（１９年度決算）

 支給実績
（１９年度決算）

国の制度
と異なる内容

国の制度
との異同内容及び支給単価手 当 名

２０１,６４６円１３,１０７千円　同じ　同じ

配偶者 　　　　　　　　 １３,０００円
子等 　　　　　　　　　　 ６,５００円
１人（配偶者非扶養） 　　　 ６,５００円
１人（配偶者なし） 　　　 １１,０００円
１６～２２歳までの子 　　 ５,０００円加算

扶養手当

６７,０２３円２,８８２千円１,０００円異なる
同じ

持ち家 　　　　　　　　　 ３,５００円
借家・間借 　　　　  最高２７,０００円住居手当

６３,３１０円６３３１千円同じ同じ２袰未満 　　　　　　　 支給なし
自家用使用等 　 ２,０００円～２０,９００円通勤手当

４４９,６２５円７,１９４千円

同じ同じ参事（配置なし） 　　　　 ６９,７００円
総務課長 　　　　　　　 ５３,３００円
その他の課長等 　　　　 ４１,０００円
老人ホーム、保育所長等  ３１,１００円
その他の所長等 　　　　 ２３,３００円

管理職手当

�
�
�
�
�
�
�

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）
　人事評価制度が未実施のため、従前の例による成績率（標準
区分等）を適用し支給した。

※支給単価は、給与改
定後の額である。 

�
�
�
�
�
�
�

　眈　時間外勤務手当

　眇　その他の手当（２０年４月１日現在）

蘯　地域手当　　　当町該当なし

　盻　特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

貎注 １　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。
　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込み額である。

給　料　・　月　額　等
区　　分 （参考）類似団体における

最高／最低額

 　 ８１１,０００円／３２１,０００円５９６,８００円（７４６,０００円）町　長
給料

６７３,０００円／３６３,０００円５３７,３００円（５９７,０００円）副町長
３６４,０００円／２２０,０００円２８４,０００円議　長

報酬 ２８５,０００円／１６２,９００円２３４,０００円副議長
２６３,０００円／１４３,０００円１９５,０００円議　員

（１９年度支給割合）
３.３月分

町　長期末
手当 副町長

５　特別職の報酬等の状況（２０年４月１日現在）
給　料　・　月　額　等

区　　分 （参考）類似団体における
最高／最低額

（１９年度支給割合）
３.３月分

議　長
期末
手当

副議長
議　員

　　　　（算定方式） 　　　　　　 （支給時期）　　

退職
手当

給料月額×１００分の４３.５×月数 　　 任期満了時　　町　長
給料月額×１００分の２５.７５×月数 　 任期満了時　　副町長

備　考
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　盪　年齢別職員構成の状況（２０年４月１日現在）

　蘯　定員管理の数値目標及び進捗状況
　　①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標　　　（参考）定員管理の数値目標（数・率）

　　②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要（各年４月１日現在）

７　公営企業職員の状況
　盧　簡易水道事業
　　①職員給与費の状況
　　ア　決算

（参考）
１８年度の総費用に
占める職員給与費比率

総費用に占める
職員給与費比率

Ｂ/Ａ

職員給与費
Ｂ

純損益
又は実
質収支

総費用
Ａ

区　分

％
２１.４

％
１４.１

千円
２７,３９６

千円
３,４６７

千円
１９３,７７２１９年度

貎注 　１　計画期間は、１７年～２１年の５年間である。
　　２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗

率を示す。
　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職

員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以
降現年までの職員増減数の累計を示す。
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構成比

5年前の構成比

３６歳～３９歳３２歳～３５歳２８歳～３１歳２４歳～２７歳２０歳～２３歳２０歳未満区　分

１５人１５人５人６人０人０人職員数

６０歳以上５６歳～５９歳５２歳～５５歳４８歳～５１歳４４歳～４７歳４０歳～４３歳区　分

０人１７人２６人２０人１４人８人職員数

計

１２６人

６　職員数の状況
　盧　部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

貎注 　１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　 ２　[     ]内は、条例定数の合計である。

主な増減理由
対前年
増減数

職　員　数区　分

部　門 平成２０年平成１９年
＜参考＞
人口１,０００人当たり職員数１３.７人
（類似団体の人口１,０００人当たり職員数１１.９人）

▲１人９５人９６人
一般行政
部 門

普通会計
部　　門

▲２人１５人１７人教育部門

０人０人０人消防部門

＜参考＞
人口１,０００人当たり職員数１５.８人
（類似団体の人口１,０００人当たり職員数１４.７人）

▲３人１１０人１１３人小　 計

１人１７人１６人小　 計
公営企業等
会 計 部 門

＜参考＞
人口１,０００人当たり職員数１８.３人

▲２人
［０人］

１２７人
［１５８人］

１２９人
［１５８人］

合　　計

数値目標
計　画　期　間

終　期始　期

▲１１平成２２年３月３１日平成１７年４月１日

純　減　率純　減　数
平成２２年４月１日

職員数
平成１７年４月１日

職員数

▲７.６％▲１１人１３３人１４４人

（参考）
数値目標

１７年～２１年
計

２０年
３年目

１９年
２年目

１８年
１年目

１７年
計画始期

区　分

部　門

１０５人―９５人９６人９９人１０７人職員数
一般行政

▲２人▲１１人（６００％）▲１人▲３人▲８人増　減

１８人―１５人１７人２２人２５人職員数
教　　育

▲７人▲８人（１４３％）▲２人▲５人▲３人増　減

０人―０人０人０人０人職員数
消　　防

（　　％）０人０人０人増　減

１０人―１７人１６人１５人１２人職員数公営企業
等　会　計 ▲２人４人（▲２５０％）１人１人３人増　減

１３３人―１２７人１２９人１３６人１４４人職員数
計

▲１１人▲１５人（１５５％）▲２人▲７人▲８人増　減

１人当たり
給与費Ｂ/Ａ

 給　　　　与　　　　費職員数
Ａ

区　分
    計 Ｂ期末・勤勉手当職員手当給　料

千円
５,４３８

千円
２１,７５２

千円
５,７５２

千円
１,７１６

千円
１４,２８４

人
４

１９年度

貎注 １　職員手当には退職給与金を含まない。
　２　職員数は、２０年３月３１日現在の人数である。

（参考）市町村平均
一人当たり給与費

千円
６,８７４
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　　③職員の手当の状況
　　ア　期末手当・勤勉手当

　　ウ　地域手当
　　　該当なし

　　エ　特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

　　オ　時間外勤務手当

　　カ　その他の手当（１９年４月１日現在）

　　④定員管理の数値目標及び進捗状況
　　ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標　　　（参考）定員管理の数値目標（数・率）

　　イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
   　　→６蘯②を参照

純　減　率純　減　数
平成２２年４月１日

職員数
平成１７年４月１日

職員数

０％０人４人４人

数値目標
計　画　期　間

終　期始　期

０平成２２年３月３１日平成１７年４月１日

１４４千円支給実績（１９年度決算）

４８,０００円
支給職員１人当たり平均支給年
額（１９年度決算）

７５.０％
職員全体に占める手当支給職員
の割合（１９年度）

１手当の種類（手当数）

左記職員に対する支給単価主な支給対象業務主な支給対象職員手当の名称

月額４,０００円水道工事
水道事業を主たる勤務と
する職

水道特殊勤務手当

神山町（一般行政職・団体平均等）神　山　町

１人当たりの
平均支給額（１９年度）

 １,４５０千円

１人当たりの
平均支給額（１９年度）

 １,４３８千円

（１９年度支給割合）
期末手当 ３.０月分（１.６）月分　　勤勉手当 １.５月分（０.７５）月分
（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　５～１５％

貎注 　退職手当の１人当たり平均支給額は、１９年度に退職した職員に支給さ
れた平均額である。

　イ　退職手当（２０年４月１日現在）
神山町（一般行政職・団体平均等）神　山　町

（支給率）　自己都合　勧奨・定年
勤続２０年　２３.５０月分　３０.５５月分
勤続２５年　３３.５０月分　５０.７０月分
勤続３５年　４７.５０月分　５９.２８月分
最高限度額　５９.２８月分　５９.２８月分
その他の加算措置　３～３０％加算
（退職時特別昇給  　　　　 なし）
１人当たり平均支給額　―　千円  ２３,８３６千円

（支給率）　自己都合　勧奨・定年
勤続２０年　２３.５０月分　３０.５５月分
勤続２５年　３３.５０月分　５０.７０月分
勤続３５年　４７.５０月分　５９.２８月分
最高限度額　５９.２８月分　５９.２８月分
その他の加算措置　３～３０％加算
（退職時特別昇給 　　　　 なし）
１人当たり平均支給額　―　千円 　　 ―　千円

貎注 　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

貎注 　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

支給職員１人当たり
平均支給年額
（１９年度決算）

 支給実績
（１９年度決算）

国の制度と
異なる内容

国の制度との
異同内容及び支給単価手 当 名

２３６,０００円９４４千円　同じ　同じ

配偶者 　　　　　　　　 １３,０００円
子等 　　　　　　　　　　 ６,５００円
１人（配偶者非扶養） 　　　 ６,５００円
１人（配偶者なし） 　　　 １１,０００円
１６～２２歳までの子 　　 ５,０００円加算

扶養手当

４２,０００円１２６千円１,０００円異なる
同じ

持家 　　　　　　　　　　 ３,５００円
借家・間借 　　　　  最高２７,０００円住居手当

１０１,７５０円４０７千円同じ同じ
　

２袰未満 　　　　　　　 支給なし
自家用使 　　　 ２,０００円～２０,９００円通勤手当

０円０千円－－該当なし 　　　　　　　　　 －円管理職手当

�
�
�
�
�
�
�

９６千円支給実績（１９年度決算）

２４千円職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

�
�
�
�
�
�
�

※支給単価は、給与改定後の額である。

　　② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２０年４月１日現在）

平均月収額基　本　給平均年齢区　分

４８２,６０１円３４３,５３３円４９.０歳神 山 町

５７１,２４２円３７４,５５２円４５.５歳団体平均 貎注 　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。
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　神山町税条例の一部を改正し、平成
２１年度から、個人の町県民税・固定資
産税につきまして、第１期の納期限内
に全期分を一括して納付いただいた場
合に交付しておりました「全期前納報
奨金」制度を廃止することになりまし
た。
　口座振替をご利用の方で「全期前納
（３期分一括納付）」から「期別納付
（第１期から第３期の納期限ごとにそ
れぞれ納付）」への変更を希望される方
はお早めにお申し込みの金融機関で変
更手続きをお願いします。なお、納付
書又は口座振替による全期前納はこれ
までどおり行えます。
　制度廃止へのご理解をいただき、今
後も納期内納付にご協力いただきます
ようお願いいたします。

　皆様にご協力いただきました、ふるさと納税に
ついて、平成２０年中に納税のあった分についてそ
れぞれ表のとおり予算に充当させていただきま
す。
　６の町長おまかせメニューについて本年は、乳
幼児医療費の助成事業に充当いたします。
　今後も、ふるさと納税制度をご活用いただき、
神山町がさらに元気で魅力あるまちに成長するた
めの応援を、ぜひお願いいたします。

ふるさと納税の充当について

充当先金額（円）メニュー内容
メニュー
番号

パッカー車購入費３,１１０,０００消 防 ・ ご み１

学校図書２０,０００学校・社会教育２

観光案内板制作２１０,０００農水・観光・文化３

乳幼児医療費
（拡大分）

２６０,０００高齢・児童福祉４

０住 民 参 加５

乳幼児医療費
（拡大分）

４２４,０００町長おまかせ６

４,０２４,０００合計

平成２１年度固定資産税納税通知書の誤りについて（おわび）　
　平成２１年５月１日付けで平成２１年度固定資産税納税通知書を発送していますが、添付しております平
成２１年度固定資産税課税明細書の比較欄に一部誤りがあります。
　課税明細書中の「前年度分の課税標準額」は、本来平成２０年度分が表示されるべきところが、平成１９
年度分が誤って表示されています。
  　なお、当該年度課税標準額については誤りはありません。

� ����������������������������
  　ご迷惑をおかけし、おわび申し上げます。

平成２１年度から
町県民税・固定資産税の
「全期前納報奨金」制度が

廃止となります。

●  神山町税（保険料）納期一覧表  ●
（２５日が土・日曜日及び祝日になるときは、翌日又は翌々日が納期限です。）

６月２５日１ 期
町 県 民 税

５月２５日１ 期
固 定 資 産 税 ８月２５日２ 期７月２５日２ 期

１０月２５日３ 期９月２５日３ 期
５月２５日全 期軽 自 動 車 税

国民健康保険税

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月
○○○○○○特 別 徴 収
○○○○○○○○普 通 徴 収

長寿医療制度（後期高齢者医療保険料）

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月
○○○○○○特 別 徴 収

○○○○○○○○普 通 徴 収
○は、納付月です。
特別徴収（年金からの天引き）は１５日、普通徴収の納期限は２５日となっております。

○お問い合わせ先　神山町税務保険課　TEL ６７６－１１１５　　ＩＰ電話　２００５
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　 対　　象　　神山町に住所を有する方
　 内　　容　　個別相談・血圧測定・体脂肪
　　　　　　　　測定・尿検査（必要時）
　　　　　　　　保健指導・栄養相談
　 費　　用　　無料
　 持　参　品　　健康手帳
　 スタッフ　　保健師
　　　　　　　　管理栄養士

　こころの健康相談も同日開催しています。　

　詳しくは、健康福祉課　電話６７６－１１１４　ＩＰ電話２００４　へお問い合わせください。　

　健康相談をつぎのとおり実施します。
　お気軽にご相談にお越しください。秘密は厳守いたします。
　またご希望の方は家庭訪問いたします。
 　　　　　　　　 ※いきいき健康づくり教室も同じ日時です。　

健康健康
相談相談

午前　９：３０～１１：３０　　午後　１：３０～３：３０

上分公民館午前
５月２５日（月）

下分公民館午後

左右内公民館午前
６月１日（月）

高齢者生産活動センター午後

鬼籠野公民館午前６月８日（月）

阿川公民館午前
６月１５日（月）

広野公民館午後

上分公民館午前
６月２２日（月）

下分公民館午後

左右内公民館午前
６月２９日（月）

高齢者生産活動センター午後

鬼籠野公民館午前７月６日（月）

阿川公民館午前
７月１３日（月）

広野公民館午後

　神山町では妊婦健診にかか
る費用のうち５回を公費負担
していましたが、妊婦健診受
診で安心・安全な出産と妊婦
さんの経済的負担の軽減を目
的に平成２１年４月１日より公
費負担回数を１４回に拡大しま
す。既に母子手帳の交付を受
け、追加交付の対象となる人
には追加の妊婦一般健康診査
受診票を交付しています。妊
娠後神山町に転入された方、
妊婦一般健康診査受診票の追
加交付を受けてない方、その
他詳細につきましては神山町
健康福祉課予防係電話６７６－
１１１４　ＩＰ２００４までお問い合
わせ下さい。

　平成２１年４月１日より神山町では不妊治療を受けた夫婦に対
し、経済的負担の軽減を図ることを目的に、徳島県が実施する
特定不妊治療費助成事業の決定者を対象とした神山町不妊治療
費助成事業を実施します。
　○対象者
　　盧　神山町に１年以上住所を有していること
　　盪　法律上の婚姻をしている夫婦であること
　　蘯　徳島県が実施する特定不妊治療費助成事業の決定を受

けていること
　○対象となる治療
　　徳島県知事が指定した医療機関において行う特定不妊治療
（体外受精・顕微授精）
　○助成額及び助成期間（平成２１年４月診療分より助成）
　　特定不妊治療に要した費用から徳島県から交付決定された
助成金を控除して得た額とし、１回の治療につき１０万円及び
1年度当たり２回を限度とする。通算５年間助成する。
　○申請について
　　治療が終了した日の属する年度内に申請してください。具
体的な手続きや詳細については神山町健康福祉課予防係　電
話６７６－１１１４　ＩＰ２００４までお問い合わせ下さい。

平平成成２２１１年年４４月月１１日日よよりり
神神山山町町不不妊妊治治療療費費助助成成事事業業をを実実施施ししまますす

妊婦健診の
公費負担を

１４回に拡大します
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詳しくは、神山町健康福祉課　介護保険係　電話６７６－１１１４　IP電話２００４　へお問い合わせください。

介護保険から利用者の方の負担軽減制度についてお知らせします
①　介護保険負担限度額認定申請について
　介護保険施設、ショートステイを利用の際に、自己負担していただく費用のうち食費・居住費(滞在費)について、次の
いずれかの要件を満たす方は申請により負担が軽減されます。

～軽減の対象となる要件～
盧　生活保護の受給者の方
盪　本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
蘯　本人および世帯全員が住民税非課税で、「合計所得金額＋課税年金収入額」が年額８０万円以下の方
盻　本人および世帯全員が住民税非課税で、上記盧～蘯に該当しない方

②　社会福祉法人等による生活困難者の利用者負担減額について
　社会福祉法人等が、特に生計が困難な利用者の方に対して、利用者負担分の２８％（老齢福祉年金受給者の方は５３％）を
申請により軽減します。

～軽減の対象となる要件～
　住民税の世帯非課税者であって、次の要件をすべて満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用料の負担
等を総合的に勘案し、生計が困難であると市町村が認めた方が対象です。
盧　年間収入が単身世帯で１５０万円以下であること（世帯員が１名増えるごとに５０万円を加算した額以下であること）
盪　預貯金等の額が単身世帯で３５０万円以下であること
　　（世帯員が１名増えるごとに１００万円を加算した額以下であること）
蘯　日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
盻　負担能力のある親族等に扶養されていないこと
眈　介護保険料を滞納していないこと

※　現在交付しています｢介護保険負担限度額認定証｣、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の有効期限は平成２１年６
月３０日までとなっています。７月１日以降も継続して認定を受ける方は、７月３１日までに申請を行ってください。

平成２１年度から６５歳以上の方の介護保険料がかわります
　介護保険事業を円滑に実施するため、｢介護保険事業計画｣の見直しを３年ごとに行います。平成２１年度から平成２３年度の｢第４
期介護保険事業計画｣で推計されたサービス費用額等をもとに保険料を算定した結果、基準月額は３,８００円、所得段階別の年間保険
料額は次のようになりました。
　各市町村によって保険料は異なり、県内では一番低い基準月額で、第３期保険料と比較すると減額となりました。

【ご注意】
・平成２１年度の保険料額の算定は６月に行い、７月以降、みなさんへ通知をお送りします。
・前年度から引き続いて年金から保険料が差し引かれている方は次のようになります。
　４月・６月・８月　⇒　２月に年金から差し引かれた保険料と同じ額
　１０月・１２月・２月　⇒　年間保険料から４月･６月･８月に差し引かれた保険料を引き､３回に分けた額

　※第４段階の方については、所得に応じた軽減措置を実施します。

第３期保険料との比較（平成１８～２０年度）平成２１年度
年間保険料

対　　象　　者所得段階
増　　　減年間保険料

△３,０００円２５,８００円２２,８００円
・生活保護を受けている人
・世帯全員が非課税で老齢福祉年金を受けている人

第１段階

△３,０００円２５,８００円２２,８００円
・住民税非課税世帯で前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
８０万円以下の人

第２段階

△４,５００円３８,７００円３４,２００円
・世帯全員が住民税非課税で第1段階及び第２段階に該当しな
い人

第３段階

△６,０００円５１,６００円４５,６００円
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課
税の人

第４段階
３７,８００円

・住民税非課税だが、世帯に課税者がおり本人の年間収入額が
少ない人（公的年金収入額＋合計所得金額≦８０万円）

△７,５００円６４,５００円５７,０００円・本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が２００万円未満の人第５段階

△９,０００円７７,４００円６８,４００円・本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が２００万円以上の人第６段階
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●●●子育て支援補助金 ●●●
　在宅による保育を実施している保護者の方を支援するために、次の補助をおこなっています。

　徳島県内で神山町だけが行っている事業です。

　盧　在宅保育保護者

　　　毎年度４月１日現在における４歳児又は５歳児の児童の保護者のうち、在宅による保育を行っている方

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ……１対象児童当たり月額１０,０００円

　盪　短時間保育保護者

　　　町が設置する保育所に入所し、短時間保育を選択している児童の保護者の方……別に定める基準に基づき算定した額

　蘯　第３子保護者

　　　小学校就学前の第３子以降の児童を在宅で保育している保護者の方……１対象児童当たり月額１０,０００円

　　※　児童とは、出生の日から１８歳に達する日以後の最後の３月３１日までの間にある者です。

○　申請した日の属する月の翌月から交付し、取り消した日の属する月まで交付します。

○　交付月は、４月、８月及び１２月とし、それぞれの前月分までの補助金を交付します。

○　盧盪蘯を重複して交付はしません。

●●●乳幼児等医療費助成制度の拡大について ●●●
　神山町では、平成２１年４月１日から、中学校修了までの方に拡大されました。

　所得制限も無く、病院での窓口負担が無料になります。

○　助成の内容と方法

　　・通院及び入院でかかった医療費の助成

　　・入院時食事療養費・整骨院・補装具及び県外で受診した場合など還付することができます。（領収証または証明が必要）

　　※　医療保険のきかない診療（診断書料、薬のビン代、差額ベッド代など）については自己負担になります。

○　乳幼児等医療費受給者証の申請に必要なもの

　　・医療保険証（子どもの名前が記載されたもの）

　　・印　鑑

●●●保　育　所 ●●●
　下分保育所と広野保育所の２カ所で０歳児から５歳児の小学校就学前の乳幼児を保育しています。

　広野保育所では延長保育（１８：００～１９：００）も行っております。

　保育料は、国の基準を参考に１１階層に分け、所得に応じた保育料にしています。

　国や近隣市町村に比べても低く設定しています。

　また、徳島県内で平成２０年度から第２子以降の保育料を無料にしているのは神山町だけです。

ままむむしし（（ハハメメ））血血清清のの配配置置

IP電話電話番号所　在　地名　　称

４４２７６７７－００６６下分字今井神 山 医 院

２９４６６７６－０６８２神領字北大 黒 屋

６７４－１２２４石井町石井（有）杉山薬局

　本年もまむし血清を次の場所に

配置しています。

　配置期間は、５月１日から１０月

３１日までです。

〈以上P１３の問い合わせ先〉
〒７７１－３３９５　徳島県名西郡神山町神領字本野間１００番地　神山町役場　健康福祉課　福祉係

℡０８８－６７６－１１１４　ＩＰ電話　２００４
保育所関係（広野保育所　℡０８８－６７８－０５５６　　下分保育所　℡０８８－６７７－０２２２）



広報かみやま　No.２６２ 14

　長寿医療制度の健康診査は、県内の特定健康診査実施医療機関で受ける個別健診か、町が実施する集団検診
（８月６日・９日）のどちらかで受けることができます。
　平成２１年度の健康診査対象者と健診項目は次のとおりです。対象となる方には、徳島県後期高齢者医療広域
連合から申込書または受診券が送付されますので、忘れずに健康診査を受けてください。

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）から
平成２１年度の健康診査についてのお知らせ

◎保険料の納付について
　平成２１年度保険料の納付は、年金からの天引き対象になっている方については、４月分の年金からお支払いし
ていただいています。
　また、保険料が４月分の年金から天引きされていない方については、８月に保険料の金額とお支払方法を記載
した通知をお送りする予定です。　
◎被保険者証について
　新たに７５歳になられる方の被保険者証は１人につき１枚交付され、７５歳の誕生日までにお送りします。　
◎障害認定について
　新たに障害者手帳等の交付を受けられる６５歳以上７５歳未満の方で、長寿医療制度に加入を希望する場合は、障
害者手帳等交付申請時に併せて後期高齢者医療障害認定申請手続を行ってください。なお、すでに障害認定を
受けられている方については、障害者手帳等の更新は必ず有効期限内に行ってください。

受診券の
有効期限

受診券の
送付時期

申込書（※1）
の送付時期

区　　　　　　分

Ｈ21.12月末日

Ｈ21.6月下旬なし
医療機関等無受診者Ｈ20.4.1に、長寿医療制

度の被保険者になった方

Ｈ21.8月
（または9月）

なし
生活習慣病（※2）及び入院のな
い方

Ｈ20.4.1～ Ｈ21.1.31
の間に長寿医療制度の被
保険者になった方

Ｈ21.6月下旬Ｈ21.4月下旬Ｈ21.2.1～Ｈ21.3.31に加入

Ｈ21.2.1以降、長寿医療
制度の被保険者になる方

Ｈ21.7月中旬Ｈ21.6月中旬Ｈ21.4.1～Ｈ21.5.31に加入

Ｈ21.9月中旬Ｈ21.8月中旬Ｈ21.6.1～Ｈ21.7.31に加入

Ｈ21.11月中旬Ｈ21.10月中旬Ｈ21.8.1～Ｈ21.9.30に加入

○対象者

（※1）申込書は、往復ハガキを広域連合から送付します。また、送付時期ごとに申込締切日を設定します。
（※2）生活習慣病
　　　　糖尿病、高血圧性疾患、高脂血症、虚血性心疾患、その他心疾患、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化、
　　　　その他脳血管疾患、動脈硬化

○健診項目
内　　　　　　　　　　容区　　分

身長、体重、腹囲、ＢＭＩ身 体 計 測

基本項目
健康

診査

収縮期血圧、拡張期血圧血 圧

中性脂肪、ＨＤＬ－コレステロール、ＬＤＬ－コレステロール血 中 脂 質 検 査

ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ肝 機 能 検 査

随時血糖、ヘモグロビンA１c血 糖 検 査

糖、蛋白尿 検 査

血清クレアチニン腎 機 能 検 査
追 加 健 診

血清尿酸代 謝 系 検 査

※内容については国保の特定健診と同じです。
※上記の健診項目についての自己負担額は無料です。
※医師の判断に基づき実施する詳細項目（貧血、心電図、眼底）は行いません。実施した場合は受診者の自己負担となります。

お問い合わせ
　◎徳島市川内町平石若松７８番地１　徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課　　電話 ０８８－６７７－３６６６
　◎神山町神領字本野間１００番地　神山町役場税務保険課　　電話 ０８８－６７６－１１１５　ＩＰ電話　２００５
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　健康づくりシリーズ炮　

特定健康診査を受けよう
　平成２０年４月から医療保険者に義務づけられている４０歳から７４歳までの方を対象にした「特定健康診査」。前
号でもお伝えしましたが、今回は特定健康診査でどんな事がわかるのかを見てみましょう。

基準値

　①～⑬の項目からは、
　メタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症候群）
になっているかどうかが
分かります

肥満の有無や程度を
見ます

身 長①

身 体 計 測
体 重②

18.5～24.9Ｂ Ｍ Ｉ③

内臓脂肪の蓄積を
みます

動
脈
硬
化
の
危
険
因
子

男　～84.9㎝
女　～89.9㎝

腹 囲④

～30U/IＧ Ｏ Ｔ⑤

肝 機 能 ～30U/IＧ Ｐ Ｔ⑥

～50U/Iγ － Ｇ Ｔ Ｐ⑦

血管の内皮障害を
みます

～129mmHg収 縮 期 血 圧⑧
血 圧

～84mmHg拡 張 期 血 圧⑨

～6.9mg/dl尿 酸⑩代 謝 系

脂質異常をみます

30～149mg/dl中 性 脂 肪⑪

血 中 脂 質 40～119mg/dlHDLコレステロール⑫

60～119mg/dlLDLコレステロール⑬

　⑭～⑯の項目からは、
糖尿病になっているかど
うかが分かります

糖尿病をみます

空腹時　～99mg/dl
随時　 ～119mg/dl

血 糖⑭

インスリン抵抗性
～5.1％Ｈ b A 1 c⑮

（－）尿 糖⑯

　⑰～⑱の項目からは、
自覚症状に出てからでは
遅い慢性腎臓病（CKD）
になっているかどうかが
分かります

GFR（糸球体ろ過
量）を算出し、腎
機能を評価します

男　～1.0mg/dl
女　～0.7mg/dl

ク レ ア チ ニ ン⑰

腎 機 能

（－）尿 蛋 白⑱

お問い合わせは　健康福祉課予防係　電話  676－1114　ＩＰ電話  2004

◆対象
    神山町に住所を有する６５歳以上の方
　（６５歳未満の方も参加できます）
 ◆内容
    ○健康チェック
     ・健康相談・血圧測定・尿検査（必要時）
     ・体脂肪測定（必要時）
    ○介護予防筋力アップ体操 ○体力測定
    ○栄養改善に関する講義
    ○口腔機能向上に関する講義　など  

◆持参品
 　  健康手帳、タオル、お茶など
   　運動しやすい服装でお越しください。
 ◆スタッフ
 　  保健師、歯科衛生士、管理栄養士等
 ◆開催日時
　  健康相談と同日開催で、日程は１１ページです。

いきいき健康づくり教室のお知らせ 笑顔と生きがいを
持って達者で暮ら
そう！

●東部保健福祉局徳島保健所からのお知らせ●
平成２１年４月から徳島保健所における肝炎ウイルス検査・エイズ即日検査の検査日程は次のとおりです。
　■肝炎ウイルス検査（予約制）【無料】　毎週火曜日　１０：００～１１：００　
　　　結果は１週間後にわかります。予約制なので必ず事前に電話でお申し込みください。
　■エイズ即日検査　【無料】　毎週火曜日　１２：３０～１４：００
　　　検査は、匿名で受けられます。結果は３０分程度で判明しますので、当日本人に直接説明します。
　〒７７０－０８５５　徳島市新蔵町３丁目８０　　徳島保健所　疾病対策担当　６０２－８９０７
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　平成２１年４月１日付けで、高橋悌一郎さん
が総務大臣から神山町担当行政相談委員に引
き続き再委嘱されました。
　役所の仕事について、苦情や意見・要望が
ある方は、行政相談委員へお気軽にご相談く
ださい。相談は無料で、秘密は固く守られま
す。

行政相談及び
行政相談委員について

（行政への苦情や要望なんでも相談）

毎月１１日
午後１時から４時まで
（１１日が休日の場合は翌日）

日　 　 時

神山町役場（２階）　図書室場　 　 所

 高  橋  悌  一  郎 　さん
たか はし てい いち ろう

行政相談員

郷土資料館が移転しました！

俳　
句　
大　
会  　
　
　
　
　
　
 

　

第
四
十
六
回
神
山
町
長
杯
・
第
二
回
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

神
山
さ
く
ら
会
理
事
長
杯
県
下
俳
句
大
会
が
次
の
と

お
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

開
催
日　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
九
日
（
日
）

　

場　

所　

鬼
籠
野
公
民
館

　

出
席
者　

五
十
八
名

結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
蘆
第
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十
六
回
神
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長
杯

　

抜
句
の
部

　

優　

勝　

待
つ
と
言
う
と
き
め
き
も
あ
り
春
日
傘

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
吉　

田　

学　

峰
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徳
島
市
）

　

準
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勝　

万
国
旗
な
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水
春
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る

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
山　

本　

深　

筍
（
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町
）

　

第
三
位　

朝
ざ
く
ら
卵
割
り
込
む
一
人
の
餉

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
川　

村　

ユ
キ
エ
（
鳴
門
市
）

　

落
巻
の
部

　

優　

勝　

春
光
や
両
手
翼
に
一
輪
車
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峰
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）
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で
渦
太
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翠
（
上
板
町
）

　

第
三
位　
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慶
の
鴟
尾
春
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に
煌
め
け
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（
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町
）

　
蘆
第
二
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
神
山
さ
く
ら
会
理
事
長
杯

　

優　

勝　
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ら
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て
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吉　

田　
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峰
（
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市
）

　

準
優
勝　
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胞
一
莚

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
橋
本　

ま
さ
よ
し
（
北
島
町
）

　

第
三
位　

夜
桜
を
見
上
げ
る
闇
に
星
走
る

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
山　

本　

深　

筍
（
神
山
町
）

※神山町では、行政相談と人権相談を併せて
行っております。

（お問い合わせ）
　健康福祉課　０８８－６７６－１１１４　（IP）２００４

　平成２１年３月
に郷土資料館が
旧神山中学校寄
宿舎「青雲寮」
へ移転しまし
た。青雲寮南寮
を改装したこと
で、全国的にも
貴重な約８０００冊
の旧村役場文書
をはじめ、民具
や襖絵などを以
前より広いス
ペースに見やす
く展示、保管することが可能となりました。今
後みなさんに見ていただけるように、神山町文
化財保護審議会委員を中心に資料の整理を進め
ていきます。なお、旧郷土資料館は老朽化のた
め今年度中に解体する予定です。
※見学するには教育委員会の許可が必要です。
　お問い合わせ先：教育委員会
　　　　電話６７６－１５２２　ＩＰ電話２００９

　

次
の
と
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り
公
共
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設
の

指
定
管
理
者
を
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集
し
ま
す
。

●
募
集
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町
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内
で
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る
こ
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。

二
、
そ
の
他
、
募
集
要
項
に
定

め
る
事
項

　
●
指
定
期
間
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十
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年
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日
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十
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年
三
月
三

十
一
日
（
三
年
間
）

　
●
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集
要
項
は
、
五
月
十
五

日
か
ら
神
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町
健
康
福
祉
課

に
お
い
て
配
布
し
ま
す
。

※
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

　

健
康
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ま
で
お
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わ
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く
だ
さ
い
。

（
℡
六
七
六
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一
一
一
四
）

（
Ｉ
Ｐ　

二
○
○
四
）

公
の
施
設
の
管
理
を
行

う
「
指
定
管
理
者

指
定
管
理
者
」
を
募

集
し
ま
す
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� � � � � � �

男　計 3,198人 
男平均年令 53.7才 

総人口 6,752人 
平均年令 56.4才 

女　計 3,554人 
女平均年令 58.8才 

総合計 〈女〉 〈男〉 
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集計日　平成２１年３月３１日　・　処理日　平成２１年３月３１日

� 楽しかった　花見会 �
近畿神山会（阿野支部）　上田　　正　

　ピーラ　ピラ　ピラ、ピラ　ピラピ♪　と、上分出身西藤さんの名笛、やおら低腰で玄人踊りの小野さんが踊り出す。チャンカ
　シャンカ♪　と三味線の今中さん。太鼓も入ってドドンガドン♪。連られて気分良く次々と立ち上がる会員面々。飲んで食って
談じて１時間も経たないのに「浮かれ花見」の場となり、まさに「花より踊り？」。
　太閤秀吉さんがお建てになった大阪城天主閣の真下、時あたかも桜花爛漫の４月５日（日）、「近畿神山会」春恒例の「お花見」
のくだりで御座います。
　我らが、育まれし故郷神山町の皆様今日は！　お元気にお過ごしでしょうか、御達者で居られることをお祈りしている日々です。
　平成２年の「村おこし事業」の一環として、創設の父、下分出身の住友真賢様が初代会長に就かれ、今、６代目会長として神領
出身の柳澤尚様が、又由来各支部からは「故郷への思い熱き」役員が入り立ち代りながら、又それを支えて下さる会員の皆さん、
神山町に住いする皆様の応援、ご理解を戴きながら、「近畿神山会の松明」は脈々と今に受け継がれています。さらなる発展の為に、
会員の皆様、神山町の皆様からも近畿一円にお住いの家人友人知人に‘近畿神山会の存在’を、お報せ下さりますようお願いしま
す。
　さて、場面は大阪城真下の「花見」に戻ります。
前日が前線通過による生憎の天気だったのに、当日は絶好の「桜見日和」となり総勢４０人近い面々、嬉々として飲む食う談じる…
で気分上々のところが冒頭に記した情景です。「ヤットサー、ヤットサー、誰かさん
豆食ってホーイホイホイ！」踊りの輪は脹らむばかり。インドネシア、タイから来た
若き留学生達も「よしこのリズム」に浮かれて、見よう見真似、好きなスタイルで
「阿波ダンス」の乱舞！　「ニッポン　ダイスキ！　オオサカ　ヨイトコ！」。観光
客、花見客も連られて、その一画は「阿波踊りカーニバル」？。
　秀吉さんの盟友、蜂須賀さんは本間にエエもん遺して呉れたなぁ……と、当日の
熱気、興奮を思い出しながら「ふるさとへのラブコール」を書かせて戴きました。
　春夏秋冬季節の折々に思い出す故郷の山川、「故里はありがたき哉」。故里で暮せ
る皆様を羨ましく思いながら「さよなら」します。また会う日その日に笑顔でお会
いしましょう。御達者で!!

●年代別人口
平均年齢合計１００－１０９９０－９９８０－８９７０－７９６０－６９５０－５９４０－４９３０－３９２０－２９１０－１９０－９年齢層

５３.７才３,１９８０３３３５３６２７４８５５５８２５６２２５３１０２２８１２３男

５８.８才３,５５４５１４４５６７７７３５３６４７３２８８２０４２４６２１３１０５女

５６.４才６,７５２５１７７９２０１,４００１,０２１１,０３１５４４４２９５５６４４１２２８計

●神山町の人口・世帯数の推移（３月３１日）
平成２１年平成２０年平成１６年平成６年昭和６０年昭和５０年昭和４０年昭和３０年

６,７５２６,９４１７,８０６９,６６５１１,１７５１２,８７８１７,２１５２０,９１６人 口

２,６２１２,６５０２,７３８２,９４０３,１３４３,３３１３,６４５３,７９１世 帯 数
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　神山町では、つぎの要領で２００９年度『人権大学講座』を開講することになりました。たくさんの方の

受講をお待ちしております。

《本講座のねらい》
　同和問題をはじめとするあらゆる人権問題を正しく認識し、広く町民生活の中で人権を尊重できると

ともに、積極的に差別解消に取り組み、明るく民主的な社会を築くための地域及び集団のリーダーを育

成します。

　　・主　　　　　催　　神山町・神山町教育委員会　

　　・共　　　　　催　　神山町人権教育協議会

　　・対　　象　　者　　受講を希望する成人で、できるだけ継続して参加できる人

　　・申　込　期　日　　平成２１年６月５日（金）

　　・申　　込　　先　　神山町教育委員会　電話６７６－１５２２　　IP電話２００９

　　・募集予定・人員　　５０名程度（受講料無料）

　　・場　　　　　所　　神山町農村環境改善センター他

　　・実　　施　　日　　７月より１２月まで毎月１回、年間６回（内１回は、県外現地研修）

　　・日　　程（時間）　　１３：００～１３：３０　　　受　付

　　　　　　　　　　　　１３：３０～１５：００　　　研　修　（講義等）

　　・学習内容（予定）　　講師等により、日時及び内容の変更をすることがあります。

２００９年度

神山町人権大学講座　受講生募集

主　　　な　　　内　　　容月　　日回

開講式・講　義「知ろう・考えよう・なくそう部落差別」
　　　　講　師：森　本　喜代貴　さん

７月２日（木）第 １ 回

　　　　講　義「すべての子どもに安心・自信・自由を！」
　　　　講　師：徳島県人権教育指導員
　　　　　　　　ＣＡＰとくしま　代表
　　　　　　　　　阿　部　和　代　さん

８月５日（水）第 ２ 回

　　　　講　義「人権（人と犬）問題視覚障害者と盲導犬
　　　　　　　　グッドボーイ　ヴァルデス」
　　　　講　師：徳島県人権教育指導員
　　　　　　　　　山　橋　衛　二　さん

９月８日（火）第 ３ 回

県外現地研修（日帰り）
　　　　「渋染一揆資料館」
　　　　岡山市神下３７８－３

１０月２日（金）第 ４ 回

閉講式・講　義「知ろう・気づこう・高齢者の心」
　　　　講　師：東みよし町教育委員会教育委員長
　　　　　　　　徳島県人権教育指導員
　　　　　　　　　中　川　温　子　さん

１１月５日（木）第 ５ 回

　　　　講　義「生きることは食べること」ここ　－食卓から始まる生教育－
　　　　講　師：思春期保健相談士・助産師
　　　　　　　　　内　田　美智子　さん

１２月４日（金）

１９：００～２１：３０
第 ６ 回
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国　民　年　金　だ　よ　り国　民　年　金　だ　よ　り

学生の皆さん！
「学生納付特例制度」をご存じですか？

　～ねんきん定期便が送付されます～

住民課年金係　電話  676－1113　ＩＰ電話  2003　までお問い合わせください。

ご理解と
ご協力を
お願いします。

　より身近でわかりやすい年金をめざして、年金加入記録や年金見込額などの情報を皆様にお届けす
る「ねんきん定期便」が送付されます。
 ○送付対象となる方：国民年金、厚生年金の被保険者
 ○送付時期：平成21年4月～
 ○送付周期：毎年誕生月に送付
 　　※1月生まれの方は、誕生日の前月に送付します。
 　　　4月1日生まれの方は、平成22年3月が初回の送付となります。
 【お知らせする内容】
 　（平成21年度）
 　　１．年金加入期間
 　　２．年金見込額　ア　50歳未満の方……加入実績に応じた年金見込額
 　　　　　　　　　　イ　50歳以上の方……「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に引き続き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加入した場合の将来の年金見込額
 　　　　※なお、既に年金受給中（全額停止も含む）の方には、年金見込額はお知らせしません。
 　　３．保険料の納付額
 　　４．年金加入履歴
 　　５．厚生年金のすべての期間の月毎の標準報酬月額・賞与額、保険料納付額
 　　６．国民年金のすべての期間の月毎の保険料納付状況
　

お問い合わせは、ねんきん定期便専用ダイヤル（0570－058－555）へ

　国民年金は20歳から60歳まですべての方が加入することになっています。
 しかし、国民年金保険料を納めることが困難な学生には、本人の前年の所得が一定額以下の場合、
保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
 
●対象となる学生
 大学（大学院）・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および各種学校（知事の認可をうけて
いる学校で就業年限が１年以上である課程）に在学する20歳以上の学生で、学生本人の前年の所得が
118万円以下であるとき。
 
●手続き
 在学証明または学生証の写し、年金手帳、印鑑をお持ちになり、住民登録をしている市町村役場国
民年金担当窓口で申請してください。（毎年申請が必要です。）
 
●承認を受けた期間
 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事故にあった場合には、障害基礎年金または遺族
基礎年金を受けることができます。また、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入
されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
 
●保険料の追納制度
 承認された期間については、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
このため、これらの期間は10年以内であれば、あとから保険料を納付することができる「追納制度」
があります。なお、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降
に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じ政令で定める額が加算
されます。
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神山町商工会発行
電話帳の掲載内容変更等の募集について

　

　商工会では、固定電話とIP電話両方の番号を掲載した電話帳・第２版を平成２１年度

中に発行予定です。

　ＩＰ電話番号について商工会が平成１８年１２月発行した電話帳に掲載されていない

方、また新たに加入された方の御氏名・番号は当方では調査することが出来ませんので、新たに第２版に

掲載してほしい方は商工会までご連絡頂き、氏名・住所・電話番号を７月末までに所定の用紙にご記入下

さいます様お願い申し上げます。

　なお、前回発行の初版を訂正してほしい方、同一世帯で固定電話とIP電話の名義が違う場合、亡くなられ

た方の名義になっている方など、ご希望に沿うようにしたいと思いますので、訂正ご希望の方も本会所定

の用紙で７月末までにお申し込み下さい。　

神山町商工会（町役場東隣）電話６７６－１２３２　IP電話４５１９

平成２０年度情報公開・個人情報開示等件数

　個人情報開示等件数情報公開開示等件数
不開示件数開示件数請求受付件数不開示件数開示件数請求受付件数実施機関名
０件０件０件０件０件０件町 長
０件０件０件０件０件０件教 育 委 員 会
０件０件０件０件０件０件選 挙 管 理 委 員 会
０件０件０件０件０件０件監 査 委 員
０件０件０件０件０件０件農 業 委 員 会
０件０件０件０件０件０件固定資産評価審査委員会
０件０件０件０件０件０件議 会

●徳島農業支援センターよりお知らせ●
●ごあいさつ（渡邊所長）●
　本年４月１日付けの定期異動で、徳島農業支援センターへ着任しまし
た渡邊です。
　中山間地域を取り巻く環境は厳しい状況にはありますが、神山町の自
然豊かな立地条件を最大限に活かし、役場産業建設課、ＪＡ名西郡指導
販売課等の関係機関と連携を図りながら、農家の皆さんとともにブラン
ド品目のすだち、特産花き、花木類、山菜、野菜類の振興を図っていき
たいと思います。
　神山町の農業振興につきましては栗本技術主任と近藤技術主任の２名
が主担当として担当しますが、私自身もできるだけ神山町へ出向きたい
と考えていますのでよろしくお願いします。
　
一言（栗本技術主任）……農業改良普及センター（当時の名称）が神山
町に駐在させて頂いていた最後の年にあたる平成１１年度以来、１０年ぶり
に再びお世話になることになりました。果樹を担当させて頂きますが、
喫緊の課題もあり、微力ながら全力投球いたします。よろしくお願いし
ます。
　
一言（近藤技術主任）……着任３年目になり、日扇や花木、山ぶきの技
術に関する指導を担当しています。昨年はすだちの各種会議の対応もさ
せていただきました。阿波市市場町出身です。よろしくお願いします。

徳島農業支援センター

渡邊所長

技術主任

栗本　義治
・果樹の技術支援担当

技術主任

近藤　千利
・神山町の総合窓口

・花き花木、野菜担当

○農業に関するお問い合わせは……
　　徳島農業支援センター　電話：０８８－６２６－８７７７
　　徳島市新蔵町１丁目６７（徳島合同庁舎内）
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　みなさんご存じですか？消防法により平成２３年６月までに
一般の家庭でも住宅用火災警報器の設置が義務づけられてい
ます。みなさんも早めの設置を行いましょう。
　※　詳しくは… 神山消防署までお問い合わせ下さい。

��������	
��

１１９

消防署だより

１１９
　山岳部や丘陵地を多く含む神山町では、台風やその他の気象変動による集中

豪雨に伴い、土砂災害が起こる恐れがあります。下記のような現象を見たら…

聞いたら…危険箇所には近づかず早期に避難し、役場や関係機関へ連絡するよ

うにしましょう。

土砂災害から身を守るために

■知っておこう、決めておこう■

土砂災害の多くは雨が原因
で起こります。１時間に２０
ミリ以上、または降り始め
から１００ミリ以上の降雨量に
なったら、十分な注意が必
要です。

雨に注意
しましょう

土石流は速度が速いため、
流れを背にしたのでは追い
つかれてしまいます。
土砂の流れる方向に対して
直角に逃げるようにしま
しょう。

逃げ方を
覚えましょう

日頃から家族全員で避難場
所や避難する道順を決めて
おきましょう。そうすれば
家族が一緒にいない時でも
避難場所で落ち合うことが
できます。

避難場所を
決めておきましょう

山鳴りがする
小石がバラバラ
落ちてくる

川の流れが濁り
流木が混ざりはじめる

雨が降り続いているのに
川の 水位が下がる

地面にひび割れができる
沢や井戸の水が濁る斜面から水が噴き出す

土砂災害には
 こんな前兆現象があります
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内
な

ど
の
町
外
か
ら
観
光
目
的
で
流

入
す
る
車
両
が
増
加
し
、
交
通

事
故
が
多
発
し
て
お
り
ま
す
。

特
に
、
高
齢
者
の
ド
ラ
イ
バ
ー

に
よ
る
交
通
事
故
が
増
加
し
て

い
ま
す
の
で
、
十
分
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
夜
間
に
お
け
る
事
故

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

夜
間
外
出
さ
れ
る
際
に
は
、
明

る
い
服
装
や
反
射
材
を
着
用
す

る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
反

射
た
す
き
が
必
要
な
方
は
、
提

供
し
ま
す
の
で
、
駐
在
所
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

●
不
正
大
麻
・
け
し
撲
滅
に
向

け
て

　

大
麻
（
ア
サ
）
は
、
そ
の
茎

か
ら
丈
夫
な
繊
維
が
と
れ
る
こ

と
か
ら
昔
か
ら
栽
培
・
利
用
さ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
現
在
日
本

で
は
無
許
可
の
栽
培
や
所
持
は

法
律
（
大
麻
取
締
法
）

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
大
麻
の
種

子
を
所
持
し
た
り
提
供

す
る
こ
と
は
同
法
の
処

罰
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

け
し
に
つ
い
て
も
栽

培
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

も
の
も
あ
り
ま
す
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

大
麻
・
け
し
の
不
正
栽

培
や
自
生
を
発
見
し
た

と
き
は
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

駐在所だより

１１０

大
麻
の
種
子

平成２１年度警察官採用試験の実施予定
合格発表２次試験１次試験受付試験案内受験資格

８月下旬８月上旬７月１２日（日）
５月１９日（火）～

６月５日（金）
５月１５日（金）

昭和５４年４月２日（３０歳）以降に生まれた者
で、四年制大学等を卒業した者又は平成２２
年３月３１日までに卒業見込みの者。

警察官Ａ
（男性）

警察官Ａ
（女性）

昭和５４年４月２日（３０歳）以降に生まれた男
性で、四年制大学等を卒業した者又は平成
２１年９月３０日までに卒業見込みの者。

警察官Ａ
（男性）
特　別

１１月下旬１１月中旬１０月１８日（日）
８月１７日（月）～

９月３日（木）
７月３日（金）

昭和５４年４月２日（３０歳）から平成４年４月
１日（１８歳）までに生まれた者。ただし四年
制大学等を卒業した者又は平成２２年３月３１
日までに卒業する見込みの者を除く。

警察官Ｂ
（男性）

警察官Ｂ
（女性）

障害者専用駐車場についてご協力ください

　障害者専用駐車場は、
身体の不自由な方、妊娠
中の方、障害のある方や
車椅子を利用している方
が、車の乗り降りをしや
すい広さと駐車場への出入のしやすさに配慮された駐車スペー
スです。
　この趣旨をご理解いただき、障害をお持ちでない方は、一般
駐車場をご利用くださいますようご協力をお願いいたします。
　今後とも、思いやりに満ちた地域社会の形成を目指して、駐
車場利用者のマナー向上に向けて、町民の皆様のご理解とご協
力をお願いします。 　　　　　　　　　　　　　 健康福祉課　

皆さんこのマークをご存知ですか？

　このマークは「耳マーク」といいます。
　耳が不自由な方が、自分は耳が不自由であること
を表現するものです。
　耳に音が入ってくる様子を矢印で示し、聞き手が
一心に聞き取ろうとする姿をイメージしています。

　このマークを見かけたら、聴覚障害者であることを理解し、手助け
をしてあげてください。
窓口に「耳マーク」を設置しました！
　神山町の窓口では、聴覚障害者に「援助しますよ」と呼びかけるマー
クとして設置してあります。
　窓口で「耳マーク」を指さしていただければ、筆談などの対応を行
いますので活用してください。 　　　　　　　　　　　 健康福祉課　

※警察官採用試験の試験案内・申込書は、徳島県警察本部警務課（徳島市万代町２丁目５番地１　TEL（０８８）６２１－２９５３）及び徳島県内の各警察署でも配布します。

　

大
麻
の
葉
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